シティホール西葛西式場に関する協定書
「バームハイツ西葛西管理組合」を「甲」、「株式会社東京葬祭」を「乙」として、甲と乙間で、「シティホール西葛西式場」（以下、「式場」という）の建築および運営にあたって、次のとおり協定する。

第一条
式場の建築および運営にあたり、乙は甲に対して、下記事項を誠実に履行することを約束する。

(1)
乙は協賛金として１００万円を甲に支払う。

(2)
甲の正面エントランスで行うイベント時には、式場において、通夜・告別式の葬儀は行わない。

(3)
甲のイベント時には、式場の運営が続く限り、その都度、寄付金・一口三万円を支払う。なお、年間５回とする。
(4)
甲の住民が式場を利用する場合は、祭壇料等をコースにより３０％～５０％割引とする。

(5)
乙は式場の建物の増築（設備拡張）は行わない。ただし、駐車場の確保は別とする。

(6)
乙はトラブル時のサポートセンターを設置し式場運営を執り行う。

(7)
乙は式場建屋には社名・式場名を表示せず、入口の館名板のみとする。

(8)
乙は甲の区画の正面通り・南門通りに式場の宣伝看板（まき看板・すて看板）を出さない。ただし、正面通りと船堀街道の交差点はその限りでない。
(9)
乙は西葛西駅敷地内に看板等広告を出さない。また、交通機関の乗車アナウンスなどの宣伝行為はしない。

(10)
乙は式場案内図・パンフレットなどに甲の名称を表記しない。

(11)
乙は式場付近の交通渋滞を緩和する処置を講ずる。また、来場者に対しても路上駐停車や甲のエントランスを使用しないことを徹底する。

(12)
乙は式場正面の郵便ポストを容認し排除しない。

(13)
乙は出棺時にクラクションやホーン等の音を鳴らさない。

(14)
乙は企業倫理に基づき式場運営に関する運営管理マニュアルを策定し、甲に提出し、運営すること。

第二条
問題・苦情・相談等が発生したときは、乙は誠意をもって、その都度、甲と協議のうえ、対策を講じ解決する。

本合意成立の証として本書２通を作成し、甲乙各１通を所持する。

平成２４年○月○○日

住所　東京都江戸川区西葛西３－３－１３

甲　バームハイツ西葛西管理組合　第２７期理事長

　　後藤　亮介

住所　東京都江戸川区南小岩６－５－７

乙　株式会社東京葬祭　代表取締役社長

　　川島　功
20120819シティホール西葛西式場に関する協定書.doc

